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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影画像の記録開始から固定時間経過後に自動的に記録を終了する固定時間撮影機能と
、記録停止中に前記撮影画像をバッファリングしておき、記録が開始された際にバッファ
リングしていた前記撮影画像を所定時間記録するプリＲＥＣ機能とを備える撮像装置にお
いて、
　前記固定時間撮影機能が有効になっている場合は前記プリＲＥＣ機能の選択を禁止し、
前記プリＲＥＣ機能が有効になっている場合は前記固定時間撮影機能の選択を禁止するよ
うに制御する制御手段を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　撮影画像の記録開始から固定時間経過後に自動的に記録を終了する固定時間撮影機能と
、記録停止中に前記撮影画像をバッファリングしておき、記録が開始された際にバッファ
リングしていた前記撮影画像を所定時間記録するプリＲＥＣ機能とを備える撮像装置にお
いて、
　前記固定時間撮影機能が有効になっているときに前記プリＲＥＣ機能が有効になるよう
に選択されると前記固定時間撮影機能を無効とし、前記プリＲＥＣ機能が有効になってい
るときに前記固定時間撮影機能が有効になるように選択されると前記プリＲＥＣ機能を無
効とするように制御する制御手段を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　撮影画像の記録開始から固定時間経過後に自動的に記録を終了する固定時間撮影機能と
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、記録停止中に前記撮影画像をバッファリングしておき、記録が開始された際にバッファ
リングしていた前記撮影画像を所定時間記録するプリＲＥＣ機能と、第１のプリＲＥＣ実
行時間と、前記第１のプリＲＥＣ実行時間よりも短く、かつ前記固定時間撮影機能の撮影
時間よりも短い第２のプリＲＥＣ実行時間とを備える撮像装置において、
　前記プリＲＥＣ機能のみ有効の際は前記第１のプリＲＥＣ実行時間で撮影し、前記プリ
ＲＥＣ機能及び前記固定時間撮影機能の双方が有効の際は前記第２のプリＲＥＣ実行時間
で撮影を行うよう制御する制御手段を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　撮影画像の記録開始から固定時間経過後に自動的に記録を終了する固定時間撮影機能と
、記録停止中に前記撮影画像をバッファリングしておき、記録が開始された際にバッファ
リングしていた前記撮影画像を所定時間記録するプリＲＥＣ機能と、前記固定時間撮影機
能の撮影時間よりも短い第１のプリＲＥＣ実行時間と、前記第１のプリＲＥＣ実行時間よ
りも短い第２のプリＲＥＣ実行時間とを備える撮像装置において、
　前記プリＲＥＣ機能及び前記固定時間撮影機能の双方が有効の際であって、前記固定時
間撮影機能の撮影時間が任意の時間以上であれば、前記第１のプリＲＥＣ実行時間でプリ
ＲＥＣを実行し、前記固定時間撮影機能の撮影時間が任意の時間未満であれば、前記第２
のプリＲＥＣ実行時間でプリＲＥＣを実行するよう制御する制御手段を備えることを特徴
とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固定時間撮影機能とプリＲＥＣ機能を有する撮像装置に関するもので、特に
、固定時間撮影機能有効時のプリＲＥＣ制御技術、及びプリＲＥＣ機能有効時の固定時間
撮影制御技術に特徴のある撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　初心者が動画を撮影する際、冗長な映像を多く含みがちである。これを解決するために
、記録開始から固定時間（ドラマや映画といった専門家が撮影した映像のカット割に相当
する時間）経過後に自動的に記録を終了する固定時間撮影機能を備えた撮像装置がある。
【０００３】
　一方、動画の撮影時に予期せぬ撮影チャンスを逃さないために、記録停止中に撮影画像
をバッファリングしておき、記録が開始された際に、バッファリングしていた撮影画像を
所定時間記録するプリＲＥＣ機能を備えた撮像装置もある（特許文献１参照）。
【特許文献１】特許第０３３８７９５７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　固定時間撮影機能とプリＲＥＣ機能の双方を備えた撮像装置において、双方の機能を有
効にしてしまうと、以下の問題が発生する。即ち、プリＲＥＣだけで固定時間撮影が終わ
ってしまうことで、固定時間撮影のほとんどの時間がプリＲＥＣの映像となってしまい、
ユーザが意図しない映像が記録されてしまうという問題が発生する。
【０００５】
　本発明の目的は、ユーザが意図しなかった映像が記録されてしまうという問題を解決す
ることができる撮像装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の撮像装置は、撮影画像の記録開始から固定
時間経過後に自動的に記録を終了する固定時間撮影機能と、記録停止中に前記撮影画像を
バッファリングしておき、記録が開始された際にバッファリングしていた前記撮影画像を
所定時間記録するプリＲＥＣ機能とを備える撮像装置において、前記固定時間撮影機能が
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有効になっている場合は前記プリＲＥＣ機能の選択を禁止し、前記プリＲＥＣ機能が有効
になっている場合は前記固定時間撮影機能の選択を禁止するように制御する制御手段を備
えることを特徴とする。
　請求項２記載の撮像装置は、撮影画像の記録開始から固定時間経過後に自動的に記録を
終了する固定時間撮影機能と、記録停止中に前記撮影画像をバッファリングしておき、記
録が開始された際にバッファリングしていた前記撮影画像を所定時間記録するプリＲＥＣ
機能とを備える撮像装置において、前記固定時間撮影機能が有効になっているときに前記
プリＲＥＣ機能が有効になるように選択されると前記固定時間撮影機能を無効とし、前記
プリＲＥＣ機能が有効になっているときに前記固定時間撮影機能が有効になるように選択
されると前記プリＲＥＣ機能を無効とするように制御する制御手段を備えることを特徴と
する。
【０００７】
　請求項３記載の撮像装置は、撮影画像の記録開始から固定時間経過後に自動的に記録を
終了する固定時間撮影機能と、記録停止中に前記撮影画像をバッファリングしておき、記
録が開始された際にバッファリングしていた前記撮影画像を所定時間記録するプリＲＥＣ
機能と、第１のプリＲＥＣ実行時間と、前記第１のプリＲＥＣ実行時間よりも短く、かつ
前記固定時間撮影機能の撮影時間よりも短い第２のプリＲＥＣ実行時間とを備える撮像装
置において、前記プリＲＥＣ機能のみ有効の際は前記第１のプリＲＥＣ実行時間で撮影し
、前記プリＲＥＣ機能及び前記固定時間撮影機能の双方が有効の際は前記第２のプリＲＥ
Ｃ実行時間で撮影を行うよう制御する制御手段を備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項４記載の撮像装置は、撮影画像の記録開始から固定時間経過後に自動的に記録を
終了する固定時間撮影機能と、記録停止中に前記撮影画像をバッファリングしておき、記
録が開始された際にバッファリングしていた前記撮影画像を所定時間記録するプリＲＥＣ
機能と、前記固定時間撮影機能の撮影時間よりも短い第１のプリＲＥＣ実行時間と、前記
第１のプリＲＥＣ実行時間よりも短い第２のプリＲＥＣ実行時間とを備える撮像装置にお
いて、前記プリＲＥＣ機能及び前記固定時間撮影機能の双方が有効の際であって、前記固
定時間撮影機能の撮影時間が任意の時間以上であれば、前記第１のプリＲＥＣ実行時間で
プリＲＥＣを実行し、前記固定時間撮影機能の撮影時間が任意の時間未満であれば、前記
第２のプリＲＥＣ実行時間でプリＲＥＣを実行するよう制御する制御手段を備えることを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の撮像装置によれば、ユーザが意図しなかった映像が記録されてしまうという問
題を解決することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施の形態に係る撮像装置としてのデジタルビデオカメラのブロック
構成図である。
【００１２】
　図１において、デジタルビデオカメラ１０は、被写体を撮像する撮像部１１と、本体マ
イコン（制御手段）１２と、本体マイコン１２に対して処理を命令するための入力部１３
と、現在処理している内容を表示するための表示処理部１４とを備える。
【００１３】
　また、デジタルビデオカメラ１０は、記録停止中の撮影画像を一時的に保存しておくた
めの一時記憶媒体１５と、記録開始後に撮影画像を保存するための記録媒体１６とを備え
る。
【００１４】
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　図２は、図１のデジタルビデオカメラによって実行される撮影モード切り替え処理の第
１の実施の形態の手順を示すフローチャートである。
【００１５】
　本処理は、図１における本体マイコン１２によって実行される。
【００１６】
　尚、本実施の形態は、専用のボタン操作またはメニュー操作により、撮影モードを、通
常記録モード、固定時間撮影モード（スナップモード）、プリＲＥＣモードの３つのモー
ドのうちで切り替え可能とした場合のものとする。
【００１７】
　ここで、固定時間撮影機能とは、撮影画像の記録開始から固定時間経過後に自動的に記
録を終了する機能である。また、プリＲＥＣ機能とは、記録停止中に撮影画像をバッファ
リングしておき、記録が開始された際にバッファリングしていた撮影画像を所定時間記録
する機能である。
【００１８】
　最初のステップＳ２０１において、本体マイコン１２は、撮影モードを通常記録モード
に切り替える要求があったか否かの判断を行う。
【００１９】
　ステップＳ２０１において、本体マイコン１２は、撮影モードを通常記録モードに切り
替える要求があったと判断した場合、次のステップＳ２０２において、撮影モードを通常
記録モードに切り替える。
【００２０】
　ステップＳ２０２において、本体マイコン１２は、撮影モードを通常記録モードに切り
替えた後、次のステップＳ２０３において、プリＲＥＣ機能と固定時間撮影機能を無効に
し、最初のステップＳ２０１に戻る。
【００２１】
　ステップＳ２０１において、本体マイコン１２は、撮影モードを通常記録モードに切り
替える要求がなかったと判断した場合、次のステップＳ２０４において、撮影モードを固
定時間撮影モードに切り替える要求があったか否かの判断を行う。
【００２２】
　ステップＳ２０４において、本体マイコン１２は、撮影モードを固定時間撮影モードに
切り替える要求があったと判断した場合、次のステップＳ２０５において、撮影モードを
固定時間撮影モードに切り替える。
【００２３】
　ステップＳ２０５において、本体マイコン１２は、撮影モードを固定時間撮影モードに
切り替えた後、次のステップＳ２０６において、プリＲＥＣ機能を無効に、固定時間撮影
機能を有効にし、最初のステップＳ２０１に戻る。
【００２４】
　ステップＳ２０４において、本体マイコン１２は、撮影モードを固定時間撮影モードに
切り替える要求がなかったと判断した場合、次のステップＳ２０７において、撮影モード
をプリＲＥＣモードに切り替える要求があったか否かの判断を行う。
【００２５】
　ステップＳ２０７において、本体マイコン１２は、撮影モードをプリＲＥＣモードに切
り替える要求があったと判断した場合、次のステップＳ２０８において、撮影モードをプ
リＲＥＣモードに切り替える。
【００２６】
　ステップＳ２０８において、本体マイコン１２は、撮影モードをプリＲＥＣモードに切
り替えた後、次のステップＳ２０９において、プリＲＥＣ機能を有効に、固定時間撮影機
能を無効にし、最初のステップＳ２０１に戻る。
【００２７】
　以上の処理により、固定時間撮影機能とプリＲＥＣ機能を排他制御することが可能とな
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る。これによって、ユーザが意図しなかった映像が記録されてしまうという問題を解決す
ることが可能となる。
【００２８】
　図３は、図２の撮影モード切り替え処理における画面遷移図である。
【００２９】
　図３（ａ）は、専用のボタン操作により、撮影モードを、通常記録モード、固定時間撮
影モード、プリＲＥＣモードの３つのモードのうちで切り替え可能とした場合の画面遷移
図である。
【００３０】
　通常記録モードからモード切り替えボタンを操作すると、固定時間撮影モードに切り替
わる。固定時間撮影モードからモード切り替えボタンを操作すると、プリＲＥＣモードに
切り替わる。プリＲＥＣモードからモード切り替えボタンを操作すると、通常撮影モード
に切り替わる。
【００３１】
　ここで、通常記録モードからモード切り替えボタンを操作すると、プリＲＥＣモードに
切り替わる。プリＲＥＣモードからモード切り替えボタンを操作すると、固定時間撮影モ
ードに切り替わる。固定時間撮影モードからモード切り替えボタンを操作すると、通常撮
影モードに切り替わる。としても良いことは言うまでもない。
【００３２】
　図３（ｂ）は、メニュー操作により、撮影モードを、通常記録モード、固定時間撮影モ
ード、プリＲＥＣモードの３つのモードのうちで切り替え可能とした場合の画面遷移図で
ある。
【００３３】
　ここでは、通常記録モードからメニュー選択により固定時間撮影モード、プリＲＥＣモ
ードにそれぞれ切り替えた場合のみ示している。
【００３４】
　以上の処理により、固定時間撮影機能とプリＲＥＣ機能を排他制御することが可能とな
る。これによって、ユーザが意図しなかった映像が記録されてしまうという問題を解決す
ることが可能となる。
【００３５】
　図４は、図１のデジタルビデオカメラによって実行される撮影モード切り替え処理の第
２の実施の形態の手順を示すフローチャートである。
【００３６】
　本処理は、図１における本体マイコン１２によって実行される。
【００３７】
　尚、本実施の形態は、専用のボタン操作により通常記録モードと固定時間撮影モードの
切り替えを行い、メニュー操作によりプリＲＥＣモードの有効／無効を切り替え可能とし
た場合のものとする。また、本フローチャートは通常記録モードで起動したものとする。
【００３８】
　ステップＳ４０１において、本体マイコン１２は、通常記録モードに切り替えた後、次
のステップＳ４０２において、プリＲＥＣ機能の選択を許可する。
【００３９】
　ステップＳ４０２において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能の選択を許可した後
、次のステップＳ４０３において、プリＲＥＣ機能を有効にする要求（ＯＮ要求）があっ
たか否かの判断を行う。
【００４０】
　ステップＳ４０３において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能を有効にする要求が
あったと判断した場合、次のステップＳ４０４において、プリＲＥＣ機能を有効にする。
【００４１】
　ステップＳ４０３において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能を有効にする要求が
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なかったと判断した場合、次のステップＳ４０５において、プリＲＥＣ機能を無効にする
要求（ＯＦＦ要求）があったか否かの判断を行う。
【００４２】
　ステップＳ４０５において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能を無効にする要求が
あったと判断した場合、次のステップＳ４０６において、プリＲＥＣ機能を無効にする。
【００４３】
　ステップＳ４０５において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能を無効にする要求が
なかったと判断した場合、次のステップＳ４０７において現在の状態を維持する。
【００４４】
　本体マイコン１２は、ステップＳ４０４、Ｓ４０６、Ｓ４０７のいずれかで処理を行っ
た後、ステップＳ４０８において、撮影モードを固定時間撮影モードに切り替える要求が
あったか否かの判断を行う。
【００４５】
　ステップＳ４０８において、本体マイコン１２は、撮影モードを固定時間撮影モードに
切り替える要求があったと判断した場合、次のステップＳ４０９において、撮影モードを
固定時間撮影モードに切り替える。
【００４６】
　ステップＳ４０８において、本体マイコン１２は、撮影モードを固定時間撮影モードに
切り替える要求がなかったと判断した場合、ステップＳ４０３に戻る。
【００４７】
　ステップＳ４０９において、本体マイコン１２は、撮影モードを固定時間撮影モードに
切り替えた後、次のステップＳ４１０において、プリＲＥＣ機能が有効になっているかど
うかの判断を行う。
【００４８】
　ステップＳ４１０において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能が有効になっている
と判断した場合、次のステップＳ４１１において、プリＲＥＣ機能を無効にした後、ステ
ップＳ４１２において、プリＲＥＣ機能の選択を禁止する。
【００４９】
　ステップＳ４１０において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能が無効になっている
と判断した場合、次のステップＳ４１２において、プリＲＥＣ機能の選択を禁止する。
【００５０】
　ステップＳ４１２において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能の選択を禁止した後
、次のステップＳ４１３において、撮影モードを通常記録モードに切り替える要求があっ
たか否かの判断を行う。
【００５１】
　ステップＳ４１３において、本体マイコン１２は、撮影モードを通常記録モードに切り
替える要求があったと判断した場合、最初のステップＳ４０１に戻る。
【００５２】
　ここで、本フローチャートは、専用のボタン操作により通常記録モードとプリＲＥＣモ
ードの切り替えを行い、メニュー操作により固定時間撮影モードの有効／無効を切り替え
可能とした場合にも適用できることは言うまでもない。
【００５３】
　以上の処理により、固定時間撮影機能とプリＲＥＣ機能を排他制御することが可能とな
る。これによって、ユーザが意図しなかった映像が記録されてしまうという問題を解決す
ることが可能となる。
【００５４】
　図５は、図４の撮影モード切り替え処理における画面遷移図である。
【００５５】
　図５（ａ）は、通常記録モード時のプリＲＥＣ機能選択画面である。通常記録モードで
はプリＲＥＣ機能選択が有効となっている。
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【００５６】
　図５（ｂ）は、固定時間撮影モード時のプリＲＥＣ機能選択画面である。固定時間撮影
モードでは、プリＲＥＣ機能をグレーアウトし、選択不可能としている。
【００５７】
　ここで、プリＲＥＣ機能を選択可能にしておき、選択した際に警告を表示するという手
法を用いても良い。
【００５８】
　以上の処理により、固定時間撮影機能とプリＲＥＣ機能を排他制御することが可能とな
る。これによって、ユーザが意図しなかった映像が記録されてしまうという問題を解決す
ることが可能となる。
【００５９】
　図６は、図１のデジタルビデオカメラによって実行される撮影モード切り替え処理の第
３の実施の形態の手順を示すフローチャートである。
【００６０】
　本処理は、図１における本体マイコン１２によって実行される。
【００６１】
　尚、本実施の形態は、固定時間撮影モードの撮影時間を４秒以上とした場合のものとす
る。
【００６２】
　ステップＳ６０１において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能が有効になっている
か否かの判断を行う。
【００６３】
　ステップＳ６０１において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能が有効になっている
と判断した場合、次のステップＳ６０２において、撮影モードが固定時間撮影モードか否
かの判断を行う。
【００６４】
　ステップＳ６０２において、本体マイコン１２は、撮影モードが固定時間撮影モードで
あると判断した場合、次のステップＳ６０３において、プリＲＥＣの実行時間を２秒（第
２のプリＲＥＣ実行時間）に設定する。
【００６５】
　ステップＳ６０２において、本体マイコン１２は、撮影モードが固定時間撮影モードで
はないと判断した場合、次のステップＳ６０４において、プリＲＥＣの実行時間を４秒（
第１のプリＲＥＣ実行時間）に設定する。
【００６６】
　以上の処理により、固定時間撮影モード中のプリＲＥＣ機能を制限することが可能とな
る。これによって、ユーザが意図しなかった映像が記録されてしまうという問題を解決す
ることが可能となる。
【００６７】
　図７は、図１のデジタルビデオカメラによって実行される撮影モード切り替え処理の第
４の実施の形態の手順を示すフローチャートである。
【００６８】
　本処理は、図１における本体マイコン１２によって実行される。
【００６９】
　尚、本実施の形態では、第１のプリＲＥＣ実行時間（４秒）、第２のプリＲＥＣ実行時
間（２秒）に加え、第５のプリＲＥＣ実行時間（０秒）も有するものとする。
【００７０】
　ステップＳ７０１において、本体マイコン１２は、撮影モードが固定時間撮影モードか
否かの判断を行う。
【００７１】
　ステップＳ７０１において、、本体マイコン１２は、撮影モードが固定時間撮影モード
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いるか否かの判断を行う。
【００７２】
　ステップＳ７０２において、本体マイコン１２は、プリＲＥＣ機能が有効になっている
と判断した場合、次のステップＳ７０３において、固定時間撮影モードの記録時間が１６
秒以上（任意の時間以上）であるか否かの判断を行う。
【００７３】
　ステップＳ７０３において、本体マイコン１２は、固定時間モードの記録時間が１６秒
以上（任意の時間以上）でであると判断した場合、次のステップＳ７０５において、プリ
ＲＥＣの実行時間を４秒に設定する。
【００７４】
　ステップＳ７０３において、本体マイコン１２は、固定時間モードの記録時間が１６秒
未満（任意の時間未満）であると判断した場合、次のステップＳ７０４において、固定時
間撮影モードの記録時間が８秒以上であるか否かの判断を行う。
【００７５】
　ステップＳ７０４において、本体マイコン１２は、固定時間モードの記録時間が８秒以
上であると判断した場合、次のステップＳ７０６において、プリＲＥＣの実行時間を２秒
に設定する。
【００７６】
　ステップＳ７０４において、本体マイコン１２は、固定時間モードの記録時間が８秒未
満であると判断した場合、次のステップＳ７０７において、プリＲＥＣの実行時間を０秒
に設定する（または禁止する）。
【００７７】
　以上の処理により、固定時間撮影モード中のプリＲＥＣ機能を制限することが可能とな
る。これによって、ユーザが意図しなかった映像が記録されてしまうという問題を解決す
ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の実施の形態に係る撮像装置としてのデジタルビデオカメラのブロック構
成図である。
【図２】図１のデジタルビデオカメラによって実行される撮影モード切り替え処理の第１
の実施の形態の手順を示すフローチャートである。
【図３】図２の撮影モード切り替え処理における画面遷移図である。
【図４】図１のデジタルビデオカメラによって実行される撮影モード切り替え処理の第２
の実施の形態の手順を示すフローチャートである。
【図５】図４の撮影モード切り替え処理における画面遷移図である。
【図６】図１のデジタルビデオカメラによって実行される撮影モード切り替え処理の第３
の実施の形態の手順を示すフローチャートである。
【図７】図１のデジタルビデオカメラによって実行される撮影モード切り替え処理の第４
の実施の形態の手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７９】
１０　デジタルビデオカメラ
１１　撮像部
１２　本体マイコン
１３　入力部
１４　表示処理部
１５　一時記憶媒体
１６　記録媒体
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